
愛西市内飲食店・食料品販売店の皆さまへ 

Q１．「あいさい健康づくり応援店」とは？ 
 
A１．愛西市民の健康づくりの応援団です。 

『愛西市で生活することで、自然に健康的な生活を送ることができる環境』を目指すために、 

応援団としてお店を登録してただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q２．「あいさい健康づくり応援店」は何をするの？ 
 
A2．以下の 4項目の取り組みのいずれかを実施し、ステッカーを掲示していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q３．登録されるとどうなるの？ 
 

A３．「あいさい健康づくり応援店」として、実施される取り組みのステッカーを、市から交付します。 

   店内に掲示していただき、愛西市民の健康づくりを応援していることをアピールしていただきます。 

 

Q４．「あいさい健康づくり応援店」登録までの手続きは？ 
A４．「あいさい健康づくり応援店」登録申込書の提出をしていただきます。 

   （あいさい野菜メニューの提供については、別に届出等が必要です。） 

   申込内容を確認し、市が「あいさい健康づくり応援店」に登録します。 

Q５．登録期間はいつまで？ 
A５．登録を受けた日から、3年を経過した日の属する年度の末日までです。 

問い合わせ・申し込み 愛西市健康子ども部健康推進課（佐屋保健センター） 

TEL（０５6７）28-5833  

「あいさい健康づくり応援店」に登録しませんか？ 

でも、みんなで一緒に頑張ったり、 

何をしたらいいか分かる情報が 

身近にあると、取り組みやすくなるよね！ 

健康的な生活を送るために 

一人で頑張ることは難しかも… 

①愛知県食育推進協力店 

としての登録 

②あいち健康マイレージ 

協力店としての認定 

③あいさい野菜メニューの提供 

※別に届出等が必要です。 

詳しくは別紙をご覧ください。 

 ④愛西市健診・健康情報提供 

 （以下の項目のいずれか） 

  

ア．“野菜の歌”の定期的な放送。 

野菜に関するポスターの掲示。 

イ．健診の受診を勧めるポスター 

の掲示。 

ウ．あいさい健康マイレージ事業 

への協賛。参加を呼び掛ける 

ポスターの掲示。 

エ．あいさいスポーツクラブ会員 

募集のポスターの掲示。 

 登録費は無料！ 


